
はじめに

相続税の申告をする場合、小規模宅
地等の特例と同様に、貸家建付地の評
価（評基通26）の適用事例も多いこと
と思います。
今回は、貸家建付地の評価に関する
最近の裁決・判決をご紹介します。

Ⅰ 評価単位

1．課税実務の取扱い
評価通達7－2《評価単位》⑴は、
宅地については、1画地の宅地（利用
の単位となっている1区画の宅地）を
評価単位とする旨を定めています。
課税実務上、「1画地の宅地」とは、
その宅地を取得した者が、その宅地を
使用、収益及び処分をすることができ
る利用単位又は処分単位であって、原
則として、①宅地の所有者による自由
な使用収益を制約する他者の権利（原
則として使用貸借による使用借権を除
く。）の存在の有無により区分し、②
他者の権利が存在する場合には、その
権利の種類及び権利者の異なるごとに
区分することとされています。

2．一括貸し後、転貸されている複数
の貸家の敷地

平26．04．25非公開裁決
（棄却）Ｆ0－3－401

＜事案の概要＞
被相続人は、3筆の土地上に5棟の
共同住宅を有していました。その各共
同住宅は、賃借会社に一括貸しされた
後、第三者に転貸されていました。
本件は、審査請求人らが、各共同住
宅の敷地（本件各宅地）について、相
続により取得した者ごとに区分し、2
画地の宅地として評価して相続税の申
告をしたところ、原処分庁が、5棟の
共同住宅の敷地ごとに区分し、5画地
の宅地として評価すべきであるとして
更正処分をしたことから争われまし
た。

＜審判所の判断＞
審判所では、次のとおり判断し、審

査請求人らの請求を棄却しました。
① 複数の貸家である建物を所有して
いる場合において、当該各建物が外観
からみて構造上それぞれ独立したもの
であるときには、母屋と離れのように
当該各建物が一体で機能している特段
の事情が認められる場合を除き、各建
物の敷地部分をそれぞれ1画地の宅地
と見るのが相当であると考えられる。
② 本件各宅地は、各共同住宅の賃借
人である賃借会社が、建物等一括賃貸
契約（本件契約）に基づき、各共同住
宅の使用目的の範囲内において有する
各敷地利用権が存する土地（貸家建付
地）であった。
③ 賃料額が一括して定められていな
いこと、一部の棟の契約解除が可能で
あること、契約締結の経緯等を総合す
ると、本件契約は、契約書1通により
各共同住宅5棟を一括して賃貸借契約
が締結されたものではあるが、実態
は、各共同住宅の棟ごとに締結された
賃貸借契約を1通の契約書としたにす
ぎないと認められる。
④ 各共同住宅は、その外観上相互に
連結した箇所がないから、各共同住宅
の各棟は、構造上全体が一体のもので
あるとはいえず、各棟が独立した建物
であったものと認められる。
⑤ 賃借会社の敷地利用権の及ぶ範囲
は、各共同住宅の敷地ごとに及んでい
るものと認めるのが相当である。
⑥ したがって、本件各宅地の評価単
位は、各共同住宅の各敷地部分をそれ
ぞれ1画地の宅地として、5区画に区
分するのが相当である。

3．主たる建物及び附属建物の敷地

平25．10．1公表裁決
（一部取消し）Ｊ93－4－13

＜事案の概要＞
登記簿に主たる建物（主建物）及び

附属建物と記載されている共同住宅及

び店舗付住宅は、賃貸借契約に基づ
き、それぞれ別の第三者に貸し付けら
れていました。この事案では、主建物
及び附属建物の敷地（本件土地）につ
いて、1画地の宅地として評価すべき
か、2画地の宅地として評価すべきか
が争点となりました。
＜審判所の判断＞
審判所では、次のとおり、審査請求
人らの主張を認め、2画地の宅地とし
て評価すべきであると判断しました。
① 主建物及び附属建物は別棟で接し
ておらず、それぞれが独立して機能す
る建物であったと認められ、また、主
建物は共同住宅として、附属建物は店
舗付住宅として、それぞれ別の第三者
に貸し付けられていたものであること
から、本件土地上の主建物及び附属建
物には、それぞれ異なる第三者の権利
が存在していたものと認められる。
② 評価通達7－2⑴の定めによれ
ば、本件土地については、主建物の敷
地部分と附属建物の敷地部分とが別の
利用の単位と認められることから、2
画地の宅地として評価するのが相当で
ある。

Ⅱ 共有貸家の敷地

平26．5．13札幌地裁判決
（棄却）Ｚ888－1912
平26．12．19札幌高裁判決
（棄却）（確定）Ｚ888－1913

＜事案の概要＞
Ｂ（原告・控訴人）は、母である被
相続人（亡Ａ）から、無償で2筆の土
地を借り受け、亡Ａと共有の賃貸建物
2棟（持分はそれぞれ2分の1）を有
していました。その後、相続により、
Ｂは亡Ａの各土地の所有権及び各建物
の2分の1の持分を相続しました。
この事案では、各土地全体を貸家建
付地として評価することができるか否
かが争われました。
＜裁判所の判断＞
裁判所では、下記のとおり、各土地

の評価に当たり、Ｂの各建物の持分（2
分の1）に相当する部分は、貸家建付
地として評価することはできないと判
断して、Ｂの請求を棄却しました。
① Ｂは、亡Ａに地代の支払をしてい
ないので、Ｂの各土地の敷地利用権は
使用貸借に基づくものと認められる。
② 使用貸借通達（昭和48年11月1日
付け直資2－189）の趣旨は、建物所
有を目的とする土地の使用借権は、そ
の経済的交換価値において、借地権に
比し極めて弱いものであることから、
このことを財産評価においても適切に
反映させるべく、その価値を零として
扱うことにある。
③ この理は、当該土地上の建物が単
独所有の場合であっても共有の場合で
あっても同様に当てはまり、現に、使
用貸借通達では、それらを区別して共
有の場合には適用すべきでないなどと
は規定していないのであるから、租税
平等主義の観点に照らし、各土地の評
価に当たっても使用貸借通達に則って
評価すべきと解するのが相当である。
④ 評価通達2《共有財産》に鑑みれ
ば、更正処分において、処分行政庁が
各土地の評価に当たり、Ｂの各建物の
持分である2分の1に相当する部分に
ついては使用貸借通達に則って自用地
として評価し、亡Ａの各建物の持分で
ある2分の1に相当する部分について
は貸家建付地として評価したことは相
当というべきである。

おわりに

上記のⅡの札幌地裁判決、控訴審の
札幌高裁判決は、従来の課税実務に沿
ったものですが、その是非の判断が初
めて示された裁判例です。
評価単位の裁決にいては、土地の概
要図等もＴＡＩＮＳに収録されており
ますので、併せてご活用ください。

収録内容に関するお問合せは
データベース編集室へ
TEL03－5496－1416

依田 孝子[大森支部]

貸家建付地の評価
－評価単位と共有貸家の敷地－

【 7 】2015年〔平成27年〕5月1日〔金曜日〕 東 京 税 理 士 界 〔第三種郵便物認可〕 VolumeNo.700


